
運 動 の 重 点 

 

【最重点】 

   『 子どもと高齢者の交通事故防止 』 

 

 

【重 点】 

１ 交通ルールの遵守とマナーの向上 

２ 自転車等のヘルメット着用と 

安全利用の推進 

   ３ 全ての座席のシートベルトと 

チャイルドシートの正しい着用の徹底 

４ 夕暮れ時，夜間における交通事故防止 

５ 飲酒運転の根絶 
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鹿児島県の交通事故発生状況の推移（Ｈ2６～R５） 

～ 令和５年中の交通事故情勢について ～ 

本 県 の 令 和 ５ 年 中 の 交 通 事 故 に つ い て ， 発 生 件 数 は 2,965 件 で 前 年 よ り 123 件 ，

死 者 数 は 40 人 で 前 年 よ り ２ 人 減 少 し た も の の ， 重 傷 者 数 は 407 人 で 前 年 よ り 11 人

増 加 し ま し た 。  
※  第 11 次 鹿 児 島 県 交 通 安 全 計 画 に お け る 抑 止 目 標  

「 年 間 の 交 通 事 故 死 者 数 (24 時 間 以 内 )43 人 以 下 ， 重 傷 者 数 400 人 以 下 」  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
※人口は総務省統計局の推計人口及び国勢調査人口（各年 10 月 1 日現在）である。 

都道府県別人口 10 万人あたりの交通事故死者数 
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毎月１５日を「高齢者交通安全の日」と定め，県民総ぐるみで高齢者を保護するための諸対策を効
果的に展開し，高齢者を交通事故から守り，高齢者が安全で安心できる道路交通の実現を目指す。 

 

 
「高齢者交通安全の日」 毎月１５日 

 
「交通安全の日」    毎月２０日 

毎月２０日を「交通安全の日」と定め，県民一人ひとりが，交通ルールの遵守と正しい交通マナ
ーを実践し，県民の交通安全意識の高揚を目指す。 

 
県民 一 人ひ と りが 交通 安 全を 自 分自 身の こ とと し て捉 える と とも に ，交 通ル ー ル

とマ ナ ーを 遵 守し ，思 い やり と ゆず り合 い の心 を 持っ て， 主 体的 に 交通 安全 活 動を
実践することにより，県民総ぐるみで悲惨な交通事故を防止することを目的とする。 

運 動 の 目 的 

４月１０日・９月３０日を「交通事故死ゼロを目指す日」と定め，交通安全に対する県民の更なる 
意識の向上を図るととともに，県民一人ひとりが交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践する。 

 
「交通事故死ゼロを目指す日」 

（全国統一）  ４月１０日（水），９月３０日（月） 

１０月１０日を「１０（テン）１０（とお）」の語呂合わせで，「ライト点灯の日」と定め，県民
に「３（サン）ライト運動」の周知徹底を図るとともに，早朝，夕暮れ時，夜間における交通事故防
止を目的とした諸対策を展開する。 

 
  「ライト点灯の日」 １０月１０日（木） 

 

日を定めて実施する運動 

     
運 動 の 期 間 

令和６年４月１日 ～ 令和７年３月 31 日 

 

   

年 間 ス ロ ー ガ ン 

ル ー ル と マ ナ ー  み ん な で 守 ろ う  鹿 児 島 路  

   
運 動 の 進 め 方 

●  本 実施 要 綱は ，令 和 ６年 ２ 月， 県交 通 安全 対 策会 議幹 事 及び 県 交通 安全 県 民
運動 推 進協 議 会常 任委 員 によ る 合同 会議 に おい て 決定 した も ので あ る。  

● 第 11 次 県 交 通安 全 計画 で 定め た年 間 の交 通 事故 死者 数 を「 43 人 以 下」 ，
重傷 者 数を 「 400 人以 下 」と す る抑 止目 標 を継 続 的に 達成 す るた め ，関 係機
関・ 団 体が 緊 密な 連携 の もと に 強力 な死 亡 事故 抑 止の 取組 を 行う 。  

● 各 推進 機 関・ 団体 は ，組 織 の特 性や 実 態に 応 じた 活動 を 積極 的 に推 進し ， こ
の運 動 が真 に 県民 総ぐ る みの 運 動と して 県 民に 浸 透し ，効 果 があ が るよ うに 努
める 。  

● 県 民は ，「 交 通 安全 の 主役 は 自分 自身 で ある 。」 こ と を自 覚 し， 本 運動 の推 進

事項 を 着実 に 実践 する 。  

   

 

４月  ６日（土）～ ４月 15 日（月） 春 の 全 国 交 通 安 全 運 動 

７月１１日（木）～ ７月２０日（土） 夏 の 交 通 事 故 防 止 運 動 

９月２１日（土）～ ９月３０日（月） 秋 の 全 国 交 通 安 全 運 動 

１２月１０日（火）～ １月１０日（金） 年 末 年 始 の 交 通 事 故 防 止 運 動 

各 季 の 交 通 安 全 運 動 



プラス１（ワン）運動 

高齢者の交通事故が多発している薄暮時間帯

から夜間にかけての交通事故防止を図るため， 

①  横断時の確認をプラス１ 

   (道路中央付近でもう一度左を確認) 

②  夜光反射材をプラス１ 

③  明るい服装をプラス１ 

の３つを習慣付けるものです。 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

返納っしゃい どげんかすっち 家族が言っ

つ 

子どもと高齢者の交通事故防止    

高齢者の状態別死者数（R５） 

運 動 の 最 重 点 

 

・ 歩行中死者 11 人中８人が高齢者で，全体の約 73％ 

・ 自動車乗用中死者 21 人中 14 人が高齢者で，全体の約 67％  

・ 自転車乗用中死者２人中２人が高齢者で，全体の 100％ 

・ 高齢死者 28 人の約 78.6％(22 人)は 75 歳以上 

・ 死亡事故件数 39 件中，うち 19 件は，高齢運転者が第一

当事者（原付以上）で，全体の 48.7％ 

※ 第一当事者：交通事故の当事者間に過失（違反）の軽重差がある場合は，重い方の当事者をいいま

す。当事者の過失（違反）が同程度の場合は損傷の軽い方の当事者をいいます。 

○ 子どもや高齢者の交通事故の特徴等を踏まえた交通安全教育等の推進 
○ 通学路の安全点検や子どもを始めとする歩行者保護・誘導活動の実施 
○ 歩行者事故防止のための「プラス１（ワン）運動」の推進 
○ 高齢運転者の交通事故防止に有効な安全運転サポート車（サポカーS）の普及啓発 
○ 高齢運転者の安全運転相談窓口の周知と自主返納者に対する支援施策の充実        

 

令和５年中の交通事故件数 2,965 件のうち，65 歳以上の高齢者が関連する交通事
故は 1,343 件発生して全体の約 45％を占めており，65 歳以上の高齢者の交通事故
死者数については，平成 15 年以降，2１年連続で全死者数の過半数を占めています。 

※令和５年中の全死者数：40 人，令和５年中の高齢死者数：28 人 全死者数に占める高齢死者の割合：70％ 
また，中学生以下の子どもが関連する交通事故は，発生件数 431 件，死者数１人，

負傷者数 157 人で，子どもの歩行中負傷者の約４割に法令違反があり，子どもの自転
車乗用中の約８割にも法令違反がありました。 

※子どもの負傷者（歩行中，自転車乗用中）は，第１・２当事者の数値 

※子どもの死者１人は，同乗中・その他で，法令違反あり 
 

【令和５年中の全死亡事故における高齢者事故の特徴】 
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道路交通法に基づき交通マナーをまとめた「交通の方法に関する教則」で

は，信号機のない場所で横断しようとする時は，手を上げるなどして運転者

に対し，横断する意思を明確に伝えるようにすることが推奨されています。 
そこで本県では，運転者に対して，横断歩道に関する交通ルールの遵守と

歩行者優先の徹底を促し，歩行者に対しては，明確な横断の意思表示と安全

確認の励行を促すほか，横断時に両者が互いに意思疎通を行うことによって

歩行者の安全をより高めることを目的に「スマイルコンタクト」と銘打って

広報啓発活動を行い，歩行者の交通事故防止を図っております。 

 

○ 思いやり運転による交通マナーの向上 
○ 道路（横断歩道を含む）における歩行者優先，歩行者保護の徹底 
○ 道路横断時に運転者と歩行者の意思疎通を行うスマイルコンタクトの周知徹底 
○ スマートフォン等を利用しながらの「ながら運転・ながら歩き」の危険性の周知徹底 

令和５年中の交通事故の要因として，運転中では，安全不
確認や前方不注意，動静不注視が，歩行中では，道路横断時
の安全不確認が大半を占めており，安全確保のための基本的
な注意が払われておりません。 

悲惨な交通事故を防止するためには，県民一人ひとりが交
通事故の危険性を認識し，交通ルールの遵守とマナーの向上
に努めなければなりませんが，依然として，運転者や歩行者
の基本的な交通ルールとマナーが守られていません。 

１ 交通ルールの遵守とマナーの向上～横断歩道等における歩行者保護の徹底～ 

法令違反別交通事故件数（R５） 

※車両の第１当事者 

２ 自転車等のヘルメット着用と安全利用の推進       

令和５年中の自転車が関連する交通事故は，発生件数 271 件（前年比－29 件），
死者数２人（前年比－１人），負傷者数 264 人（前年比－30 人）と，発生件数，死
者数，負傷者数ともに，前年よりわずかながら減少したものの，自転車乗車中に交通事
故にあった死傷者の約９割に法令違反等があります。 

また，自転車利用中の交通事故死傷者のうち，約８割がヘルメット非着用であるこ
とから，特定小型原動機付自転車（いわゆる「電動キックボード等」）を含めたヘルメ
ット着用と交通ルールの遵守について，更なる周知啓発を図る必要があります。 

運 動 の 重 点 

※本表は，小学生，中学生，高校生，高齢者に関してのヘルメット着用状況である。 
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自転車利用時の乗車用ヘルメット着用の重要性について!! 

「かごしま自転車条例」の概要（主な施策） 

① 自転車損害賠償保険等への加入 

・ 自転車利用者，自転車貸付業者，

事業者の加入の義務 

・ 自転車販売業者の加入確認の義

務 

② 乗車用ヘルメットの着用 

・ 自転車利用者は，同乗する幼児に

着用させる義務 

・ 保護者は，中学生以下の子に着用

させる義務 

※ 全利用者のヘルメット着用は，

努力義務となっています。 

○ 「かごしま自転車条例」の理解促進 
○ 自転車利用者のヘルメット着用の推進 
○ 自転車利用者の自転車損害賠償保険等の加入徹底 
○ 自転車販売業者の自転車購入者に対する自転車損害賠償保険 

等への加入の有無の確認義務の周知徹底 
○ 「自転車安全利用五則」の活用による自転車の交通ルール遵守の徹底 
○ 特定小型原動機付自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 
○ 特定小型原動機付自転車の販売事業者，シェアリング事業者等と連携した 
  安全利用についての広報啓発の推進 

 

自転車安全利用五則 

 

１ 車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩行者を優先 

 

２ 交差点では信号と一時停止を

守って、安全確認 

 

３ 夜間はライトを点灯 

 

４ 飲酒運転は禁止 

 

５ ヘルメットを着用    

 
 

～ 自転車利用時のヘルメット着用について ～ 

警察庁の統計によると，自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約６割 が頭部に致命傷 を負っています。 

また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率（注）は、着用していた

方に比べて平成 30 年から令和４年までの５年間の合計で約 ２.１倍高くなっています。（注）：「致死率」とは、

死傷者数に占める死者数の割合をいう。 

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。 

 スポーツの時だけではなく、買物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘル メットを 着用して、頭

部を保護しましょう。（自転車に乗る際のヘルメット着用を努力義務とする改正道路交通法が令和５年４月施行） 

この動画では，自転車乗車用ヘルメットの着用効果等を， 
○ 高齢者篇        ○ 小学生篇 
○ 大人篇          ○ ダイジェスト篇 
○ 中高生篇        ○ 実験映像 

の６項目に分けて，わかりやすく解説しています。 
皆さん，ぜひ動画を視聴して，自転車利用時の乗車用ヘ

ルメット着用の重要性を実感しましょう!! 
ＪＡ共済 ちいきのきずな 🔍検索 



  
３ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
        

本県は，令和５年中の一般道における後部座席のシートベルト着用率が 3０.２％
で，全国平均の 4３.7％を 13.５ポイント下回っており，後部座席のシートベルト着
用が徹底されていない状況です。（全国ワースト２位） 

また，令和５年中のチャイルドシート着用率については 6４.０％で，全国平均の
7６.０％を 1２ポイント下回っています。（シートベルト・チャイルドシートの着用
率については，令和５年度の警察庁・JAF 合同調査による調査結果による） 

なお，令和５年中の子どもの事故では，車両同乗中が 71 人（死者１人，負傷者
70 人）で，前年比 37 人増加しています。 

警察庁・日本自動車連盟（ＪＡＦ）調査（一般道路） 

○ 「全席ベルト着用!!『します・させます運動』」の推進 
○ シートベルトとチャイルドシートの着用等による安全効果についての理解促進 
○ 車両同乗中の子どもに対する確実なシートベルト着用の徹底と，体格に合った 

チャイルドシートの使用と確実な取付けの励行 
○ バスやタクシー乗車時のシートベルト着用の徹底 

安全運転のため危険予知トレーニングにチャレンジ!! 
        

JAF 危険予知トレーニング🔍検索       

詳細はこちら▼       

 

 

ＱＲコード       

 車の運転で大事なことは「安全に運転する」ことで，安全運転には「次に何が起こるのか??」
「あの人はどんな行動をとるのか??」といった点を予測しながら運転することが大切です。 
 動画を体験して“安全”に危険な場面を覚えることで，予測する能力のトレーニングになります
ので，さまざまな場面を疑似体験して，危険予測のポイントを身につけましょう!! 
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一 般 道路におけるシートベルト着用率の推移

運転席 助手席 後部座席 チャイルド(R2,R3未実施)



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 夕暮れ時，夜間における交通事故防止 

○ 飲酒運転の危険性，悪質性についての周知 
○ 安全運転管理者による運転前後の目視による運転手の酒気帯びの有無確認とア

ルコール検知器使用の推進 
○ 家庭，地域，職場等における「飲酒運転を許さない環境づくり」の推進 
○ 「飲酒運転８（やっ）せん運動」と「ハンドルキーパー運動」の推進 
○ アルコールが身体に及ぼす影響や分解に要する時間等の正しい知識の理解促進 

５ 飲酒運転の根絶  

    

歩行中死者数については，令和５年中の歩行中死者 11 人中，６人が夜間（日没から
日の出までの間）に事故にあい，その全員が夜光反射材非着用でした。 

夕暮れ時，夜間は，運転者が，道路上の歩行者に気付きにくくなるため，重大事故に
つながる危険性が高くなります。 

 

○ 夕暮れ時，夜間における明るい色の服装や夜光反射材用品着用の徹底 
○ 「３（サン）ライト運動」の実践（特に早めの点灯と夜間の原則上向きライト点灯） 
○ 街頭での交通安全指導及び歩行者保護・誘導活動の推進 
○ 自転車利用者の夜間におけるライト点灯の徹底と夜光反射材用品の取付け等の推進 

夜光反射材の

着用は，夜間

の事故防止に

有効です！ 

歩行中の死者数及び夜光反射材着用状況の推移 

 

 令和５年中の飲酒運転事故は，発生件数 35 件（前年比±０件），死者数１人（前
年比－１人），負傷者数 45 人（前年比＋３人）でした。また，飲酒運転検挙件数は
366 件（前年比＋93 件）であり，依然として悪質危険な飲酒運転による悲惨な交通
事故が後を絶ちません。 

3(サン)ライト運動 
 

交通事故防止を図るため， 
① 夕暮れ時の早めのライ 

ト点灯 
② 原則上向きライト点灯 
③ トンネル内ライト点灯 
の３つのライト点灯に関する
習慣を運転者に呼び掛ける運
動です。 

R1 R2 R3 R4 R5
全歩行中死者 27 21 14 9 11
うち夜間歩行中 16 15 4 6 6

構成率 59.3% 71.4% 28.6% 66.7% 55%
うち反射材使用 1 1 0 0 0
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本県は，一般道における後部座席のシートベルト着用率は 26.0％で全国ワースト 
６位，チャイルドシートの使用率は 51.4％で全国ワースト５位で，全国平均と比較し
ても 10 ポイント以上低い着用率である。 

また，平成 29 年の四輪乗車中の交通事故死者 26 人のうち５人はシートベルト非着
用であった。 

６ 全ての座席のシートベルトと 

チャイルドシートの正しい着用の徹底 

        

事故時におけるシートベルト及びチャイルドシートの被害軽減効果を周知させ，
全席シートベルト着用とチャイルドシートの正しい取り付けと着用の徹底を図る。 

全席ベルト着用「します・させます」運動を広く展開し，シートベルト，チャイ
ルドシートの着用率の向上を図る。 

チャイルドシート使用率調査結果 後部座席シートベルト着用率調査結果 

平成 29 年：警察庁・日本自動車連盟（ＪＡＦ）調査（一般道

-12.7 -10.4 

全席ベルト着用!!「します・させます」運動 

子どもと高齢者の 

交通事故防止 

○ 通学路の安全点検や子どもを始めとする歩行者保護・誘導活動の実施 

 ○ 外出する子どもへの安全に関する具体的な注意，声かけの励行 

 ○ 子どもを見かけたら減速，徐行をするなど「思いやり運転」の励行 

○ 高齢者に対する積極的な声かけによる注意喚起 

 ○ 高齢運転者や高齢歩行者に対する「思いやり運転」の推進 

 ○ 歩行者事故防止のための「プラス1（ワン）運動」の推進 

○ 高齢運転者の交通事故防止に有効な「サポカーS」の普及啓発 

○ 高齢運転者の安全運転相談窓口の周知と自主返納者に対する支援施策の充実 

○ 参加・体験・実践型の交通安全教室への参加の促進 

○ 高齢者の移動を伴う日常生活を支える施策の充実 

○ 高齢運転者に優しい道路環境の構築 

交 通 ルー ル の遵 守

とマナーの向上 

○ 基本的な交通法規の遵守の徹底 

○ 「思いやり運転」による交通マナーの向上 

○ 道路（横断歩道を含む）における歩行者優先，歩行者保護の徹底 

○ 道路横断時に運転者と歩行者の意思疎通を行うスマイルコンタクトの周知徹底 

 ○ 「ながら運転・ながら歩き」の危険性等の周知 

○ 速度超過や無謀運転による交通事故の危険性や悲惨さを理解させる指導，教育の実践 

自 転 車等 の ヘル メ

ッ ト 着用 と 交通 ル

ール遵守の徹底 

○ 「かごしま自転車条例」の更なる理解促進と遵守の徹底 

○ 自転車利用者のヘルメット着用の推進と自転車損害賠償保険等の加入徹底 

○ 自転車販売業者の自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の

確認義務の周知徹底 

○ 「自転車安全利用五則」の遵守と周知 

 ○ 自転車利用中の傘さし，スマートフォン・ヘッドホン・イヤホン使用等の危険性の周知 

○ ハンドル，ブレーキ，ライト等車体の点検整備の励行 

○ 特定小型原動機付自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 

○ 特定小型原動機付自転車の販売事業者，シェアリング事業者等と連携した安全利 

用についての広報啓発の推進 

全 て の座 席 のシ ー

ト ベ ルト と チャ イ

ル ド シー ト の正 し

い着用の徹底 

 ○ 「全席ベルト着用！！『します・させます運動』」の推進 

○ シートベルト着用とチャイルドシート使用の必要性と着用による安全効果につ 

いての理解促進  

 ○ 車両同乗中の子どもに対する確実なシートベルト着用の徹底と，体格に合ったチ 

ャイルドシートの使用と確実な取付けの励行 

 ○ バスやタクシー乗車時のシートベルトの着用の徹底 

夕暮れ時，夜間にお

ける交通事故防止 

○ 夕暮れ時，夜間における明るい色の服装や夜光反射材用品着用の徹底 

○ 「３（サン）ライト運動」の実践（特に早めの点灯と夜間の原則上向きライト点灯） 

 ○ 街頭での交通安全指導及び歩行者保護・誘導活動の推進 

 ○ 自転車利用者の夜間のライト点灯の徹底と夜光反射用品の取付け等の推進 

飲酒運転の根絶 

○ 飲酒運転の危険性，悪質性についての周知 

 ○ 安全運転管理者による運転前後の目視による運転手の酒気帯びの有無確認とアルコー

ル検知器使用の推進 

 ○ 家庭，地域，職場等における飲酒運転を許さない環境づくりの推進 

 ○ アルコールが身体に及ぼす影響（判断力や反射神経の低下等）の自覚と周知 

 ○ 「飲酒運転８（やっ）せん運動」と「ハンドルキーパー運動」の推進 

運動の重点別の推進事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各推進機関・団体の 

共通実施事項 

○ 交通死亡事故減少に向けた関係機関・団体間の連携強化 

○ 各季交通安全運動，「高齢者交通安全の日」，「交通事故死ゼロを目指す日」等の活動

の積極的な推進 

○ 高齢者の総合的な交通事故防止対策の推進 

○ 「全席ベルト着用！！『します・させます運動』」等シートベルト・チャイルドシート着

用向上対策の推進 

○ 「３（ライト）運動」の展開を中心とした，早朝，夕暮れ時，夜間における交通事故防止活動の推進 
○ 「飲酒運転８（やっ）せん運動」等，飲酒運転根絶運動の推進 

○ かごしま自転車条例の周知啓発 

○ 所属職員に対する交通安全運動の周知徹底 

○ 組織の実情に応じた各種交通安全街頭キャンペーン，講習会等の開催 

○ ポスター，のぼり旗，横断幕等による広報・啓発活動の推進 

○ 交通安全に関する各種情報の提供 

○ セーフティ・チャレンジ交通安全コンテストへの積極的な参加 

県 

○ 交通安全対策会議，交通安全県民運動推進協議会の運営等 

○ 第11次鹿児島県交通安全計画の展開，令和６年度交通安全実施計画の作成 

○ 交通安全県民運動の効果的な推進 

○ 市町村，関係機関・団体に対する交通安全運動の協力要請と指導 

○ 交通安全教育・広報活動の推進 

○ 高齢者交通事故抑止対策の推進 

○ 交通事故相談など被害者対策の推進 

○ 交通安全講話の積極的推進 

○ 交通安全教育用ＤＶＤ等の貸出し 

市   町   村 

○ 市町村交通安全計画の作成 

○ 交通安全推進体制の確立と交通安全推進会議の定期的な開催 

○ 関係機関・団体に対する交通安全運動の協力要請と指導の推進 

○ 地域の交通事故実態に合わせた自主的な交通事故防止施策の推進 

○ ポスター，チラシ，広報車，広報誌等による広報活動の推進と参加・体験型交通安全教

育の充実・強化 

○ 交通指導員に対する指導と街頭活動の活発化 

○ 駐車，駐輪対策の推進 

○ 安全施設，通学路等の点検整備 

○ 高齢者元気度アップ・ポイント事業等のポイント対象活動への「交通安全教育」の導入 

○ 運転免許自主返納者に対する交通手段の確保等及び運転免許自主返納メリット制度の周知促進  

警      察 

○  交通死亡事故抑止対策の推進 

○ 高齢者の交通事故防止対策の推進 

○ 効果的な交通安全教育の推進 

○ 自治体と連携した交通安全活動の推進 

○ 交通事故分析結果の積極的な広報 

○ 悪質・危険性，迷惑性の高い違反を重点とした指導取締りの強化 

○ 総合的な自転車事故防止対策及び駐車対策の推進 

○ 効果的な交通規制と交通安全施設の整備 

○ 迅速・適正な運転免許事務の推進 

教育関係機関・団体 

○  幼児・児童・生徒に対する交通安全教育の充実・強化 

○ 自転車の正しい乗り方，交差点の安全な通行方法の指導の徹底 

○ 児童・生徒等交通事故防止対策連絡会の開催 

○ 学校における関係機関・団体等と連携した交通事故防止対策連絡協議会の設置及び登下 

校時の保護・誘導活動の徹底 

○ 交通安全教育指導者の育成 

○ 児童・生徒等「交通事故防止ゼロ月間」運動の推進 

○ 広報誌，連絡表等による児童及び保護者への広報活動の推進 

○ 高校生に対する二輪車運転技能講習会等の実施 

○ 交通安全に関する図画・作文募集等による交通安全意識の高揚 

 
 

 
各推進機関・団体の実施事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 管 理 者 

○ 各種交通安全施設の点検・整備と道路障害情報の迅速な提供 

○ 自転車事故防止対策としての自転車利用環境の整備 

○ 路上の物件放置や道路不正使（占）用の禁止の指導徹底 

○ 交通事故防止に配意した交差点改良の推進 

○ 事故多発地点現場診断や交通危険箇所点検による道路改良整備 

○ 高速道路利用者に対する交通安全広報の徹底 

○  交通安全総点検による取組を通じての交通安全の確保 

○ 生活道路，通学路等における安全対策の推進 

交 通 安 全 協 会 

○ 広報車，立て看板，のぼり旗，チラシ等による広報・啓発の推進 

○ 高齢者家庭交通安全訪問指導の推進 

○ 全世代に対する参加・体験型交通安全教育の充実 

○ 積極的なチャイルドシート貸出し等によるチャイルドシート着用の促進及び啓発活動 の推進 

○ 夜光反射機能付き交通安全用品等の普及・促進 

○ 電動車いす，自転車，原付車等の運転技能講習会の実施 

○ 歩行者・自転車シミュレータの活用による交通安全指導の推進 

○ 飲酒運転根絶のためのハンドルキーパー運動の推進 

○ 高齢者，幼児・児童交通安全指導員の養成 

安全運転管理協議会 

運 輸 支 局 

自動車安全運転ｾﾝﾀｰ 

自動車事故対策機構 

各自動車・二輪関係機関団体 

○ 事業所における安全運転管理の徹底 

○ 安全運転管理者等の資質の向上と事業所内での安全教育の推進 

○ 事業所等におけるマナーアップの指導強化 

○ 過積載・過労運転・速度違反・駐車違反の防止対策の推進 

○ 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

○ 自動車運送事業者等に従事する運行管理者等への指導講習の充実 

○ 事業所に対する車両の点検整備と整備管理の周知徹底 

○ 整備管理者選任事業所に対する整備管理者研修会の実施 

○ 二輪車防犯登録制度の推進，Basic Riding Lessonの開催 

○ 二輪車安全運転推進運動の実施 

○ 街頭検査及び無保険車両の街頭指導の実施 

○ 二輪車通学高校生に対する運転技能講習会・車両点検の実施 

○ シートベルト，ヘルメットの正しい着用指導の広報徹底 

交 通 安 全 母 の 会 

各地域活動推進機関・団体 

○ 交通安全意識の高揚・家庭における指導者の育成活動の推進 

○ 交通安全家族会議の推進 

○ 「命を守る旗リレー」の積極的な展開 

○ 高齢者家庭交通安全訪問指導の推進 

○ 「交通事故をなくす県民運動」の積極的な推進 

○ 飲酒運転根絶の広報啓発活動の推進 

○ 効果的な交通安全街頭キャンペーンの実施 

自動車教習関係機関 

○ 教習生，卒業生に対する安全教育の徹底 

○ 取消処分者講習等再教育の講習内容の充実 

○ 地域の交通安全活動に対する積極的な協力 

○ 高齢者講習等における講義内容の充実及び実車による運転方法の指導 

社 会 福 祉 協 議 会 

老 人 ク ラ ブ 連 合 会 

○  県，県警との連携強化 

○ 各種会合等における交通安全指導の実施 

○ 高齢者交通安全教室の開催 

○ 高齢者の交通安全活動への積極的な参加の呼びかけ 

○ 交通安全シルバーリーダーの育成 

○ 警察が実施する「死亡事故現場診断」への積極的な参加 

自転車関係機関・団体 

 

○ かごしま自転車条例と「自転車安全利用五則」の周知徹底 

○ 自転車に対する街頭指導及び点検整備の実施 

○ ＴＳマークの普及 

○ 自転車用夜光反射材の普及と備え付けの促進 

○ 自転車の正しい乗り方や交差点の安全な通行方法の指導の徹底 

○ 自転車保険への加入勧奨と必要な情報の提供及び助言 

九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社 

肥薩おれんじ鉄道株式会社 

○ 踏切事故防止の広報活動の強化 

○ 踏切安全通行のための指導，踏切脱出訓練，運転者のマナーアップ指導の強化 

○ 踏切道保安設備の点検整備 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県交通安全県民運動推進協議会機関・団体名 

鹿 児 島 県 鹿 児 島 県 信 用 金 庫 協 会 鹿 児 島 県 舗 装 協 会 

鹿 児 島 県 議 会  日 本 自 動 車 連 盟 鹿 児 島 支 部 鹿児島県土地改良事業団体連合会 

鹿 児 島 県 警 察 本 部 鹿 児 島 県 商 工 会 連 合 会 鹿 児 島 県 建 設 業 協 会 

鹿 児 島 県 教 育 委 員 会  鹿 児 島 県 銀 行 協 会 鹿 児 島 県 造 園 建 設 業 協 会 

鹿 児 島 県 市 長 会  鹿 児 島 県 商 工 会 議 所 連 合 会 鹿 児 島 県 弁 護 士 会 

鹿 児 島 県 町 村 会  鹿 児 島 県 労 働 基 準 協 会 鹿 児 島 県 医 師 会 

鹿 児 島 県 市 議 会 議 長 会  九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社 鹿 児 島 県 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 

鹿 児 島 県 町 村 議 会 議 長 会 鹿 児 島 県 交 通 安 全 協 会 鹿児島県青少年育成県民会議 

九州地方整備局鹿児島国道事務所 鹿児島県安全運転管理協議会 鹿 児 島 県 公 民 館 連 絡 協 議 会 

九州地方整備局大隅河川国道事務所  鹿児島県指定自動車教習所協会 鹿児島県地域女性団体連絡協議会 

九 州 運 輸 局 鹿 児 島 運 輸 支 局 全国自動車運転教育協会鹿児島県支部 鹿児島県交通安全母の会連絡協議会  

鹿 児 島 労 働 局 鹿児島県高速道路交通安全協議会 鹿 児 島 県 防 犯 協 会 

鹿 児 島 地 方 気 象 台 自動車安全運転ｾﾝﾀｰ鹿児島県事務所  鹿 児 島 県 青 年 団 協 議 会 

鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会 自動車事故対策機構鹿児島支所 日本青年会議所九州地区鹿児島ﾌﾞﾛｯｸ協議会  

鹿 児 島 県 連 合 校 長 協 会 日本道路交通情報ｾﾝﾀｰ鹿児島支所 鹿 児 島 県 私 立 幼 稚 園 協 会 

鹿児島県交通安全教育研究協議会 西日本高速道路株式会社九州支社鹿児島高速道路事務所 鹿 児 島 県 建 築 協 会 

鹿 児 島 県 社 会 福 祉 協 議 会 鹿児島県中小企業団体中央会 全国共済農業協同組合連合会鹿児島県本部 

鹿 児 島 県 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 ﾗｲｵﾝｽﾞ国際協会337Ｄ地区第二ﾘｼﾞｮﾝ  鹿児島県農業協同組合中央会 

鹿児島県身体障害者福祉協会 日本ボーイスカウト鹿児島県連盟 鹿児島県信用農業協同組合連合会 

鹿児島県視覚障害者団体連合会 ガールスカウト鹿児島県連盟 鹿児島県経済農業協同組合連合会 

鹿 児 島 県 聴 覚 障 害 者 協 会 鹿 児 島 県 ス ポ ー ツ 少 年 団 鹿児島県厚生農業協同組合連合会 

鹿児島県身体障害者協会連合会 鹿 児 島 県 ト ラ ッ ク 協 会 鹿 児 島 県 酪 農 業 協 同 組 合 

日 本 赤 十 字 社 鹿 児 島 県 支 部 鹿 児 島 県 バ ス 協 会 鹿児島県漁業協同組合連合会 

生 命 保 険 協 会 鹿 児 島 県 協 会 鹿児島県過積載防止対策連絡会議 鹿 児 島 県 森 林 組 合 連 合 会 

日本損害保険協会九州支部委員会鹿児島損保会 鹿 児 島 県 タ ク シ ー 協 会 鹿児島県木材協同組合連合会 

南 日 本 新 聞 社 鹿児島個人タクシー事業協同組合 鹿児島県小売酒販組合連合会 

南 日 本 放 送 鹿 児 島 県 自 家 用 自 動 車 協 会 鹿 児 島 県 石 油 商 業 組 合 

鹿 児 島 放 送 鹿 児 島 県 軽 自 動 車 協 会 鹿児島県砕石協同組合連合会 

鹿 児 島 テ レ ビ 放 送 鹿 児 島 県 自 動 車 整 備 振 興 会 鹿児島県砂利協同組合連合会 

鹿 児 島 読 売 テ レ ビ 軽自動車検査協会鹿児島事務所 鹿 児 島 県 左 官 業 協 同 組 合 

Ｎ Ｈ Ｋ 鹿 児 島 放 送 鹿児島県二輪車普及安全協会 鹿児島県タイル工業協同組合 

エ フ エ ム 鹿 児 島 日本自動車販売協会連合会鹿児島県支部 日本労働組合総連合会鹿児島県連合会 

鹿 児 島 県 広 告 協 会 鹿児島県中古自動車販売商工組合 鹿児島県交通安全施設工事業協会 

鹿 児 島 県 消 防 協 会 鹿 児 島 県 レ ン タ カ ー 協 会 鹿児島県コミュニティづくり推進協議会 

あ な た の 街 の 郵 便 局 鹿児島県自動車車体整備協同組合 鹿児島県交通被災者たすけあい協会  

肥 薩 お れ ん じ 鉄 道 株 式 会 社 鹿 児 島 県 港 湾 漁 港 建 設 協 会 Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 鹿 児 島 支 店 

全１08機関・団体   

 



交通安全コンテストに参加して無事故・無違反 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本年度も，グループごとに無事故・無違反を競う「セーフティ・チャレンジ交通安全コンテスト」

を，県下全域で実施します。 

家庭や友人，職場等で参加し，安全運転を実践して無事故・無違反を達成しましょう。 

お問い合わせ先 自動車安全センター 鹿児島県事務所 099-269-7575 

 

交通事故でお悩みの方へ 
 

交通事故でお悩みの方は，県の交通事故相談所にご相談ください。 

相談は全て無料で秘密は固く守ります。 

鹿児島県交通事故相談所 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号  県庁１階 直通 099-286-2526 

（相談時間は，県の休日を除く，月曜日から金曜日までの 9：00～12：00，13：00～15：30） 

※ 鹿屋・大島では，定期的に出張相談を行っています。詳細については県ホームページをご覧ください。 

交通安全教育用ビデオのご案内 
県民の交通安全教育と交通安全思想の普及，啓発に役立てるため，県では交通安全教育用ビデ 

オ，ＤＶＤ等の貸出しを行っています。 

なお，県ホームページにおいて教材名（ＤＶＤタイトル）の紹介を行っていますので貸出しを 

希望される方は，県ホームページ（くらし・環境→消防・くらし安全→くらし安全→交通安全→交

通安全情報）をご覧ください。    

★ 最寄りの地域振興局・支庁でも貸出しを行っています。問い合わせ先は下記のとおり。 

 

 

 

 

鹿児島県交通安全対策会議・鹿児島県交通安全県民運動推進協議会 

事務局：鹿児島県総務部男女共同参画局くらし共生協働課くらし安全係 

電話:099-286-2523   ＦＡＸ:099-286-5524 

  交通死亡事故が連続・集中的に発生する傾向にある場合，交通死亡事故多発警報制度実施要
領に基づき警報を発令し，各関係機関・団体においては，各種交通事故防止対策を実施する。 

【発令基準】 

  ◎ 全 県 警 報 ～ １０日間に県下で発生した交通死亡事故が５件に達したとき 

  ◎ ブロック警報  ～ 各市町村広域ブロック（県内７ブロック）において，１０日間に発生

した交通死亡事故が３件に達したとき 

             （ただし，鹿児島ブロックにおいては，１０日間に発生した交通死亡

事故が４件に達したとき） 

◆ 運転者（同乗者を含む）へ呼びかけるもの 
「今日もまた あなたの無事故 待つ家族」 

◆ 歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの             

「身につけよう 交通ルールと ヘルメット」 
◆ 子どもたちに交通安全を呼びかけるもの 

「わたるまえ わすれずかくにん みぎひだり」 


